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加茂商工会議所新役員が決まる 

～任期満了に伴い１０月２８日臨時議員総会開催～ 
当商工会議所の役員（会頭、副会頭３名、専務理事、監事３名、常議員２６名）の任期がこの１０月３１

日に満了となることから、１０月２８日開催の臨時議員総会にて次の役員が選任されました。 
なお、副会頭候補１名は欠員となります。１号・２号・３号議員の名簿は既報のとおり、新役員は、次の

とおりです。(新任を記載以外は再任/敬称略50音順) 
会  頭 太田  明 新任（新潟紙器工業㈱／社長） 
副 会 頭 西村 一博 新任（西村税理士事務所／所長）、丸川 肇平 新任（㈱丸川勇平商店／社長） 
専務理事  
監  事 大湊 武司（㈱大湊文吉商店／会長）、川口 洋一（㈲扇屋善吉／会長） 

外山 禎一（外山禎一土地家屋調査士事務所／所長） 
常 議 員（２６名） 

事業所名／役職 事業所名／役職

有本　照一 ㈱有本電器製作所／社長 高橋　和敏 ㈱高橋新吾タンス店／社長

石山　資雄 ㈱石山木工所／社長 田辺　　攻 新 任 ㈲田辺木工所／社長

内山　　榮 新 任 ㈱コスモ・パワー新潟事業所／社長 田辺　敏夫 ㈱田辺喜平商店／社長

小野塚荘一 ㈱小野塚印刷所／社長 田邊　良夫 ㈱田邊久平商店／社長

小柳直太郎 新 任 小柳建設㈱／社長 長澤　敬一 笹菊薬品㈱／社長

小柳　正徹 新 任 ㈱葵設備工業／社長 西村　道博 ㈱ニシトク／社長

兼田　啓二 東芝ホームテクノ㈱／取締役部長 保坂　裕一 新 任 きも乃や／店主

川崎　　晃 ㈱川崎薬品商会／社長 堀内　  堅 新 任 ㈱堀内組／社長

木戸　信輔 ㈲ニック加茂／社長 三浦　伸一 ㈲三浦薬局／社長

小池　龍一 新 任 八幡ケミカル㈱／社長 森山　一理 新 任 ㈲モリデザインワークス／社長

牛膓　　誠 新 任 ㈱下条製作所／社長 谷地田茂明 新 任 ㈱ヤチダ／社長

佐藤　敏夫 新 任 ㈱鴨川／社長 吉川　健一 新 任 加茂信用金庫／理事長

志田　長春 シダチョー建設㈱／社長 吉田愼一郎 ㈱ヨシダ電機／社長

氏　　名 氏　　名

 
※ 宮崎前専務理事は、１１月８日付けで退任いたしました。後任は、しばらく空席とし、新専務理事が選

任されるまでの間、事務局長若杉俊彰が専務理事代行を務めます。 
 

第３５回新年会員事業所の集い１月１２日（水）開催 
～新春講演会 元フジＴＶキャスター黒岩祐治氏来所～ 

 当商工会議所では、賀詞交換と会員相互の交流を目的に毎年開催の「新年会員事業所の集い」を、平成２３年 
１月１２日（水）午後２時３０分から加茂市産業センターホールにて開催します。 
後日、正式なご案内をさせていただきますので、お誘い合わせのうえ多数ご参加ください。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／明間）まで。 

ＮＯ．２１１／Ｈ２２．１１．２２発行 

加茂市幸町 2-2-4 TEL:52-1740 FAX:52-4100 

URL ｈｔｔｐ://www.kamocci.or.jp/ 

E-mail info@kamocci.or.jp(代表) 
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年末に向けての資金準備にご利用ください 

依然長引く厳しい経営環境に対しての国の政策金融 

無担保・無保証・低金利 
【金利 1.85%（１１/２２現在）】 

経営改善にご活用ください！商工会議所マル経融資のご案内 
小規模事業者経営改善資金（マル経資金）は、事業所の経営改善を図るための無担保・無保証人、低金利の国の

政策的な融資制度です。経営改善をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。 

・融資限度額 １,５００万円 

・融資期間  運転資金  ７年 設備資金 １０年 

設備資金特別金利 １．３５％ 
※政府の景気対策として、設備資金の貸付利率が、平成２３年３月３１日まで０．５％

低減されています。ぜひご活用ください。 
【ご利用いただける方】 
  ・従業員（家族従業員・パートタイマー・法人の役員を除く）が商業・サービス業では５人以下、製造業・建

設業などは２０人以下の事業所。 

  ・納税額（所得税、法人税、住民税等）を完納している、最近１年以上事業を行っている方。 

  ・遊技業等は融資対象となりません。・飲食業等の設備資金も対象となります。 

  審査の結果によってはご利用いただけない場合もあります。 
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

運転・設備資金、緊急保証制度、金融定例相談をご活用ください 
～ 個別相談・秘密厳守 → TEL52-1740 ヘ ～ 

㈱日本政策金融公庫、県信用保証協会の個別相談会を下記のとおり開催いたします。事業資金、緊急保証制度の

ご相談にご活用ください。 

１）日本政策金融公庫相談会  ▼日時   １２月９日（木）１０：００～１２：００ 

 ２）県信用保証協会相談会   ▼日時   １２月８日（水）１０：００～１２：００ 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

売上が減って返済がきつい…いつまでこの返済金額が続くのだろうか… 

借入金返済のために、また借入を考えていませんか？ ～秘密厳守～ 

商工会議所資金繰り・金融相談実施中 
「借入金の返済がきつく、新規借入をしても返済できない。気がついたら借入本数だけが増えていた。」自社の資金

繰りをしっかりと把握し、金融交渉をする必要があります。現在、国のセイフティーネットのような様々な制度が

あり、使い方によっては資金繰りの安定につながるケースがあります。 

資金繰りの安定無くして企業の存続はありません。当所では、借入金の借換相談や金融機関紹介、指導員による

金融機関への同行など不況下の今こそ金融相談を強化して実施しております。この機会に是非ご相談ください。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
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専門家派遣事業のご案内！～経営に関するお悩みを解決します～ 

原則３回まで無料（秘密厳守） 
中小企業の経営支援を目的に、関東経済産業局の委託事業として中小企業診断士等専門家を企業に直接派遣し、

経営課題の解決に向けた相談対応を行う「中小企業応援センター事業」を実施しています。 

 経営に関することであればどんな課題にも対応致しますので、お気軽にご相談ください。 

※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 
青色申告をされる個人事業主の皆様へ 

青色申告決算説明会 １２／８（水）開催 
青色申告書類は、所得税の確定申告書に同封されます 

 青色申告をされる個人事業主の方への青色申告決算書の発送は、毎年１１月下旬頃に発送されておりましたが、

昨年分から、翌年１月頃発送される所得税の確定申告書に同封されております。 
 なお、当商工会議所・加茂青色申告会共催により毎年開催している「青色申告決算等説明会」を次のとおり開催

します。決算書の作成方法や注意点など説明会で使用する資料は、当日会場で配布いたします。必ず、ご参加くだ

さい。 
・期日 １２月８日（水）１３：３０～ ・場所 加茂商工会議所会議室 
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／難波、明間）まで。 

 

ご利用は１２月末日まで！   ～地元買物運動実施中～ 

「かもっ子割引クーポン」をご利用ください！ 
当商工会議所では、活気あふれる商店街の再生とお客様により良いサービスを提供し支持される店づくりを目指

して、市内店舗から買物購入を促進する地元買物運動を実施中です。 
１０月初めに皆様へお届けいたしました「‘１０かもっ子割引クーポン」は、もうご利用いただけましたか？市内

６５の参加店では、いろいろな逸品やサービスで市民の皆様からもっとお店を利用いただければと、１２月末日ま

で割引サービスを展開中です。 
商店街でのお買物の際にもっとご利用いただけるよう、何かお気付きのこと（ご意見、要望）がありましたら、

お気軽に各お店または商工会議所へお寄せください。 
なお、市内各コミュニティセンター並びにみやげものセンター、加茂美人の湯などの公共施設でも配布していま

す。ぜひ、お買物・ご利用は加茂市でお願いします。 
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波）まで。 

 

 

健康診断 

受診料の補助制度をご利用下さい 当商工会議所では、受診料の一部補助を行っていますので、

この機会に、従業員全員受診されるようご案内いたします。 
また人間ドックも、より受診しやすいよう、当所会員事業所

を対象に 1 名につき２,０００円を補助しておりますので、詳

しくは当商工会議所までお問い合わせください。 
 

１．対 象 者         加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
２．健診機関・日時 

 

※協会けんぽ「被保険者」の方、またはその他健康保険「被保険者」の方は各市町村が行う特定健診（旧基本健診）

は受診できなくなりました。被保険者の方は加茂市産業センターにて行う集団検診にて、安全衛生規則による法

定健診または協会けんぽ生活習慣病予防健診（その他健康保険組合については健保との契約健診コース）を受診

ください。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、加茂市産業センターです） 
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会             

TEL025-283-3939 
１２月１５日（水）  ８：３０～１１：３０ 
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少しでも気になったら企業調査！  ～相手からは依頼主が絶対に分かりません～ 

企業情報検索サービスをご活用ください 
加茂商工会議所会員特別料金にて受付中！ ～秘密厳守～ 

当商工会議所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査網を使ってデータを収集し、情報公開している企業情報を

当所会員事業所に情報提供する企業情報検索サービスを実施中です。リスク回避、与信管理にご活用ください。 

１．企業調査…１件 1,500 円（実費） 

◎ 基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、創業、株主構成、取引銀行、主力取引企業（仕入先、

販売先）、取扱商品（製品）、直近３ヵ年の決算内容、最近の業況、同業種順位（全国・県内）他 

２．企業調査レポート…1件 38,000 円（会員特別料金：通常価格 50,000 円⇒38,000 円） 
◎ レポート内容…上記基本情報に、財務諸表・不良債権状況・資産状況等、より詳細な情報を追加。 

 ※お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／佐藤）まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小規模企業共済とは 
小企業の個人事業主、会社役員のための退職金をあらかじめ準備しておく、国の共済制度です。 

共済のメリット 
【税制面】 

・ 掛金は全額「課税対象所得から控除」できるので、節税しながら老後の資金が蓄えられます。 ゆとりあ

る老後のライフプラン設計を実現します。 

・ 共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となります。 

【安全面】 

・ 法律に基づく国の共済制度ですので安心・確実です。 

制度内容 

・ 毎月１，０００円～７０，０００円までの範囲内で５００円きざみで自由に掛金が設定できます。 

・ 常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービスは５人以下）の個人事業主及び会社の役員が対象です。 

■中小企業倒産防止共済とは 
取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の１０倍の範囲内（最高３，２００万円）で回収困難な売掛債権 

等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる共済制度です。 

※平成２２年７月１日から共済事由が「私的整理」でも共済金の貸付が出来るようになりました。 

共済のメリット 
【税制面】 

・ 掛金は税法上経費または損金に算入できます。 

【貸付面】 

・ 共済金の貸付は、無担保・無保証人です。 

・ 企業の財務内容、返済可能性などの金融審査ではなく、取引先の倒産と回収不能債権の事実確認での貸付です

ので、万が一の急場の資金難を乗り切れます。 

制度内容 

・ 毎月５，０００円～８０，０００円までの範囲内で１，０００円きざみで自由に掛金が設定でき、総額３２０

万円まで積み立てできます。 

・ 業種、資本金、従業員数等により加入資格要件がございますので、詳細はお問い合わせください。 

※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／佐藤、山本）まで。 

※ おしらせ…個人事業所は事業主のみ加入できますが、近々生計をともにする専従者も加入できるように法改

正されます。 

 

小規模企業共済・中小企業倒産防止共済 
【事業主の退職金共済】  ・ 【取引先倒産時の緊急貸付共済】 
平成２３年１月１日より法改正 
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、小規模企業共済に「２名」ま

で加入できることになります。※配偶者・後継者等も加入できます！ 


